
 

 

 

このマップは広島市防災まちづくり基金

を活用した防災まちづくり事業により作

成したものです 

虹山五区自治会内防災マップ 令和元年７月作成 （保存版） 
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危険な地域を通らざるを得ない方は、早めに避難して下さい。 



 

  広島市では、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、危険度の段階に応じて避難勧告等を発信しています。  

 避難情報の伝達と避難所の段階的開設 

   

  危険度                                                    大 

 

発
令
種
別
と
時
期 

注意喚起 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 

大雨警報 土砂災害警戒情報 
大雨特別警報 

記録的短時間大雨情報 

洪水警報 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報 

 

伝
達
手
段 

市防災情報メール、市防災行政無線（聴覚障害者へのＦＡＸ、デジタルサイネージ含む）、市ホームページ（ケーブルテレビ連携含む）、Ｓ

ＮＳ（twitter、facebook）   

 Ｌアラート（公共情報コモンズ） 

※テレビ（ＮＨＫデータ放送）などを通じて情報が発信されます。 

 
緊急速報メール（エリアメール）、サイレン 

 

市
民
の
行
動 

・雨の降り方や周囲の状況に注意 

 

・危険を感じた場合は自主避難 

・いつでも避難できるように準備 

 

・高齢者など、避難に時間がかかる人は 

避難開始 

立ち退き避難開始 直ちに立ち退き避難 

・指定緊急避難場所への立ち退き避難が危険と判断した場

合は、近隣のより安全な建物へ移動 

 

・屋内からの立ち退き避難が危険と判断した場合は、より

安全な場所（上階）に移動するなど、命を守る行動を取る 

 

 

避
難
先 

あらかじめ決めておいた知人宅や、自主防災会の判断で自主的に開設した避難場所 

 
公的避難所を開設 

（該当する小学校区で原則１か所の指定緊

急避難場所を開設） 

必要な避難所を順次開設 

  


